
１．背 景 

２．法案の概要 

３．措置事項の概要 

（１） 我が国経済の発展のためには、エネルギー需給の早期安定化が不可欠であり、供給体制の強化に万全を期す。 
（２） その上で、需要サイドにおいては、持続可能な省エネを進めていく観点から省エネ法の改正を実施し、所要の措置を講ずる。 

（１） 自らエネルギーを消費しなくても、住宅・ビルや他の機器等のエネルギーの消費効率の向上に資する製品を新たにトップランナー
制度の対象に追加し、住宅、建築物分野の省エネ対策を強化する。 

（２） 需要家が、電力需要ピーク時の系統電力の使用を低減する取組を行った場合に、これをプラスに評価することで、事業者が電力
需要のピーク対策に取り組みやすくする。 

（３） 「本年３月３１日までに廃止するものとする。」とされている省エネ・リサイクル支援法を廃止する。（日切れ法案） 

需要家側における対策 
（１）需要家が、従来の省エネ対策に加え、蓄電池

やエネルギー管理システム（ＢＥＭＳ・ＨＥＭＳ）、
自家発電の活用等により、電力需要ピーク時の
系統電力の使用を低減する取組を行った場合に、
これをプラスに評価できる体系にする。 

 
（２）具体的には、ピーク時間帯に工夫して、系統電

力の使用を減らす取組（節電）をした場合に、 
これをプラスに評価することで、省エネ法の努力
目標（原単位の改善率年平均１％）を達成しやす
くなるよう、努力目標の算出方法を見直す。 

建築材料等に係るトップランナー制度 
（１） これまでのトップランナー制度は、エネ

ルギーを消費する機械器具が対象。今
般、自らエネルギーを消費しなくても、住
宅・ビルや他の機器等のエネルギーの
消費効率の向上に資する製品を新たに
トップランナー制度の対象に追加する。 

   
（２） 具体的には、建築材料等（窓、断熱材

等）を想定。企業の技術革新を促し、住
宅・建築物の断熱性能の底上げを図る。   

Ｂ．電力ピーク対策 

（現行の対象機器）乗用自動車、エアコン、 
            テレビ、照明、冷蔵庫、 
            ヒートポンプ給湯器等 
            ２６機器 
（新規追加案）  窓、断熱材 等 

「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律案【省エネ法】」の概要 

※トップランナー制度：エネルギー消費機器の製造・
輸入事業者に対し、３～１０年程度先に設定される
目標年度において高い基準（トップランナー）を満
たすことを求め、目標年度になると報告を求めてそ
の達成状況を国が確認する制度。 

※ 目標年度までの期間を十分に確保することで、新技術の導入
を促し、これまでの例をみても価格低下により消費者にメリット。 

  （例）ルームエアコン 
    

運輸部門 1.9倍 

民生部門 2.4倍 

産業部門 0.85倍 
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最終エネルギー消費量の推移（73年から09年） 

全部門   1.3倍 実質GDP 2.3倍 

（百万原油換算kL） （兆円） 

出所）総合エネルギー統計 
    国民経済計算年報 

Ａ．民生部門の省エネ対策 

トップランナー制度による効果 

 「平成２５年３月３１日までに廃止するものとする。」
と規定されている、「エネルギー等の使用の合理化
及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に
関する臨時措置法」を廃止する。 

Ｃ．省エネ・リサイクル支援法の廃止（日切れ） 

価格 省エネ性能

１９９９年（設定年度） １４１，９２０円 １０６８kWh

２００４年（目標年度） ８６，７４０円 ９４５kWh
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平均新車燃費の推移

約48.8%
改善

○ガソリン乗用車の１０・１５モード燃費平均値の推移
○出所：国土交通省

燃費(km/L)

年度

期間消費電力量の推移

○冷房能力２．８ｋＷ（８～１２畳）のエアコンの単純平均値の推移
○期間消費電力量は、日本工業規格ＪＩＳＣ９６１２：２００５に基
づいたもの
○出所：各年度の省エネ性能カタログ（夏・冬）
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※日切れ法案 
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